
                                      

 

訂正とお詫び 
（令和 5年 1月 20日現在） 

【本試験モデル答練】のご受講をありがとうございます。 

 

さて、解説の記述につき、下記の箇所において訂正が判明致しました。 

誠に申し訳ございません。 

お手数とご迷惑をお掛け致しますが、お手元のテキストを修正していただけますように宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

【実力養成  第８回（択一６・商登法】  

 

頁数 場所 誤 正 

解説 

21 

第 21問 

の正解 

・解説

イを右

記のと

おり訂

正 

第 21問 正解 1 

イ 正しい。清算合同会社は，清算に係る計算につき社員の承認を得た日から 

2週間以内に，その本店の所在地において清算結了の登記をしなければなら 

ない（会 929条 3号）。一方，令和元年の改正により，支店の所在地における 

登記は廃止されたため，支店所在地においては，その申請することを要しな 

い。 

 

 

 

 


